
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　原判決の確定した事実関係は、所論の加害行為は、上告人等経営の社交喫茶店が

現に営業中被上告人の飲食した代金支払に関する紛争から上告人等の営業上の被用

者が同店の奥において被上告人に加えたものであるというのであるから、原判決が

右は上告人等の被用者が故意に上告人等の事業の執行につき被上告人に加えたもの

であると判断したのは正当であつて、原判決には所論の違法（所論の判例は本件に

適切でない。）は認められない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。
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